
工事予定地は埋蔵文化財の包蔵地であるか？

包蔵地 隣接地 包蔵地外

試掘調査が

必要 不要

試掘調査が

必要 不要

試掘調査(*1)

文化財保護法
第93条の届出が必要

93条届出のみ 必要手続きなし

必要な手続きなし

包蔵地確認後の簡易フローチャート

書類提出(*2)試掘調査＋

(*2)「県選定重要遺跡又は埋蔵文化財の取扱いについて」(*1)調査の結果によって、本調査が必要な場合もあります。

【用語】
「包蔵地」…遺跡の範囲内であること
「隣接地」…遺跡に隣接した土地
「試掘調査」…工事予定地で事前に行う、
埋蔵文化財の有無を確認する調査。


